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ルターとシュぺ－ナー   

一万人祭司主義と霊的祭司職一  

中 谷 博 幸  

はじめに   

本稿ほ，万人祭司主義（dasa11gemeinePriestertum）（1）を中心に，ルタ－とシュ  

ペーナーの比較を試みる。もっとも，ルタ・－とシュペ・－ナ一との比較というテー  

マは，いささか古めかしくひびくかもしれない。シュ．ペーナーの独自な改革理念  

とされるものほ，ルターとほ異なるところから由来するというのが，現在のシュ  

ペーデー 研究において一・般的な見解だからである。再生論であれ，千年王国論的  

終末論やコレーギア・ピェ・クー・ティスであれ，ルタ・－の思想とは異なった要素を  

もっている（2）。   

しかし，万人祭司主義については，ルターの，特に1520年代までの彼の中心思  

想であったことほ周知のことであり，宗教改革運動全体にきわめて大きな作用を  

及ぼしたことも広く認められている。一方，シェ．ペ・－ナ・－の方も，霊的祭司職  

（das geistliche Priestertum）という用語を使うが，その思想の重要性を力説し実  

践していこうとした。このような万人祭司主義の思想の重要性と両者がともにそ  

れを主張していることから，両者の万人祭司主義の特徴を比較することを通じ  

て，シュペーナーーの改革思想の歴史的特質をより明確に把捉することが可能にな  

ると思われる。  

Ⅰ   

万人祭司主義ほ，ルターの場合すでに1513年から1515年にかけて行なわれた  

『第一周詩篇請解』において見られるという（3）。しかし，本格的にルターの著作に  

この考えがあらわれるのは，1520年頃からであろう。1520年に出版された，宗教  

改革の三大文書と呼ばれるFキリスト老の自由』や『キリスト教界の改善につい  

て，ドイツ国民のキリスト教貴族に与う』（A刀de乃Cんγi5亡′icたe乃AdeJde祝亡15CJ‡eγ   
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八α亡室0托UO†‡de5CんγisとJicんe乃ぶ£α刀de5βe55eγ㍑乃g，以下，『キリスト教貴族に与  

う』と略記する），及び『教会のバビロン描囚について』の中で，それぞれ万人祭  

司主義が述べられている。ここでほ，その中でも，『キリスト教貴族に与う』を中  

心に取り上げて，ルターの万人祭司主義を考察することにする。その基本的な特  

徴ほすべて，すでにこの書においてあらわれていると考えられるからである。   

まず最初にルタ・－が信仰をどのように理解していたかを，『キリスt老の自由』  

のドイツ語版（Vo†‡deγFγeγんeγ亡e．γ乃室5ZC′汀ブ如乃me乃5Cんe乃，J520）を中心に，  

確認しておきたい。ルタ1一にとって最も重要なことほ，人ほいかにしてキリスト  

名となれるかということであった。ところでルターは，生まれながらの人間，キ  

リスト者でない人間を，『キリスト老の自由』では，身体的で古い外的な人（eyn  

leyplich，alltundeuβerlichmensch）とよぶ。そして「外的なものほ，なんと呼  

ばれようと，人を自由にも義にもすることができない。」（4）生まれつきの人間のい  

かなる努力や営み，わざも人をキリスト者にすることができない。ただ神の言其  

のみが，そしてそれをうけとめる信仰のみが，人を自由にし義としキリスト者と  

する。そして，外的な人とほ全く質的に異なる，霊的で新しい内的な人（eyn  

geystlich，neW，ynnerlichmensch）が与えられる。ルターによれば，キリスト者  

はこの身体的な人と霊的な人の両方をあわせもつ存在である。キリスト老は神の  

言葉によってキリストを信じ，外的な人としては隣人愛を行なう。このような信  

仰理解から，単純化すれば，次のようなことが言えるであろう。外的な人のいか  

なる働きも霊的で内的な人を生み出すことができないので，キリスト者となると  

いう点にかんしては，一切の外的なものが厳しく否定される。また，ここから内  

面性の価値の強調がなされる。しかし，キリスト者ほ－・生涯外的な人でもあり続  

けるので，隣人愛の名のもとに，内面とはかかわりのないところでは現実がその  

まま肯定されることになる。以上のルターの二面性は，彼の万人祭司主義を考え  

るうえでも，重要となる。   

さて，以下，ルターの万人祭司主義の特徴を五点に整理して述べることとする。  

ただし，その順序が必ずしも重要性と比例するのではない。叙述の都合でそのよ  

うな順序をとったことを付記しておきたい。   

キリスト老となるということほ，外的な人の中にいわば霊的で内的な人が生み   
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出されることであったが，まず，geyStlichが『キリスT・教貴族に与う』でどのよ  

うに述べられているか，その問題から万人祭司主義について考えていくことにす  

る。ルター・は本書で，geyStlichばかりでなく，Stand，あるいはder geystliche  

standを二重の意味で使っている。ロ－マ教皇派は，教皇，司教，司祭，修道士た  

ちのみがdergeystlichestand「教会的身分」であって，国王や貴族，手工業者  

たちは彼らがキリスト者であってもderweltlichestand「世俗的身分」にすぎな  

いと主張するが，ルターはこれを「手のこんだ虚構であり見せか机（5）とみなす。  

そのような身分としてのgeystlichとweltlichの区別は存在しない。そうでほな  

くて「すべてのキリスト老ほ真にgeystlichstand（霊的な存在）である」っ（6）「洗  

礼と福音と信仰のみが人々をgeistlich（霊的）にし，キリスト老とする」。（7）すな  

わち，ルターによれば，dergeystlichestandとは，ローマ教皇派が言 うような教  

皇や司教や司祭といったカトリック制度の中の聖職者身分をさすのでほなくて，  

『キリスト者の自由』で詳述された，内的で霊的な人（der ynwendige  

geystlichemensch）をさす。「すべてのキリスト老は祭司である」という時，ま  

ず第一に，このようにロ・－マ・カトリック教会のヒエラルヒーを構成する教会身  

分を打破する性格をもっていた。   

第二に，霊的の意味でのgeystlichの内容にかかわる点であるが，司教や司祭  

が本来果たすべき役割は，すべてのキリスト暑がもっているものであるとされる。  

その権能の具体的な内容については，ルタ・－は1523年の『教会の教職の任命につ  

いて』（加f乃√S亡i亡㍑e乃d壱＝花f乃f′Sfγ去5eCC～e5壱αe）で詳論し，「教えること，説教する  

こと，神の言を喜べ伝えること，洗礼を授けること，聖餐をささげ，もしくは執  

り行なうこと，罪を帰したりゆるしたりすること，他の人たちのために祈るこ  

と，ささげものをすること，あらゆる教えと霊とについて判断を下すこと＿】（臥で  

あると，語っている。   

しかし第三に，ルターは教会覿織を否定してしまうのでほない。キリスト老の  

集まりである教会（gemeyne）においては，その共同体の同意によって，一人－・  

人のキリスト老がもつ権能はある人物に委任される（9）。しかし彼は，カー・リック  

教会の聖職者のように身分としてのStandを与えられるのではなく，彼に委ねら  

れた職務（ampt）を行使するにすぎない。霊的存在としてのgeystlicher   
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standとしては，彼は他のキリスT老と同じである。   

ところで，d人一・人がもつ祭司としての権能が，教会（gemeyne）においてあ  

る人物に委任されてしまうと，彼らほそれらの権能をもう果たすことほないので  

あろうか。通常の場合，彼らは一人一人「自分の職務とわざとをもって，他の役  

に立ち他人に奉仕する」。（10）これほ人々を霊的（geystlich）にする働きでぽなく，  

『キリスト老の自由』の後半で述べられた，キリスト者の身体的で外的な人  

（derleyplicheeuβerlichemensch）にかかわる隣人愛である。彼らほ人々を霊  

的にする，すなわちキリス†者をつくりだす機能をもほや公的に果たすこ・とは／な  

い。しかし，「非常時（not）においてはだれでも洗礼を授け，罪を赦免しう  

る」。（11）それはすべての人々が祭司だからである。この「非常時」という考え方を  

ルター・の万人祭司主義の第四の特徴として指摘しておきたい。   

第五濫，万人祭司主義と世俗権力との関係について。ルターの世俗権力観は，  

1523年の『この世の権威について，人ほどの程度までこれに対し服従の義務があ  

：・・、トりJ、・・J仙．／い′J／りレ＼‖・‥＝、・ハ／／り＝′＝／′Jよ・／い′、l川＝／川J・／k、＝．  

及びそのもととなった『1522年10月19日から26日に至るヴァイマ・－ルとェアフル  

トにおける旅行中の説教』（尺e盲5坤γedi如e乃i乃We壱mαγ㍑乃dEγ′祝γ亡J9ら壱∫26．  

0如0あeγJ522）において明瞭に展開されるが（12），『キリスト教貴族に与う【ロでも基  

本的な考え方は，はっきり述べられている。彼らの職務は霊的領域ではなく，身  

体的（leyplich）な領域にかかわる。それは「悪人を罰し善人を守るため神に  

ょって設けられている」。（13）ところで，ここで，そもそも何故ルター・は『キリスt  

教貴族に与う』で万人祭司主義を語ったのか，またルタ・－ほどのような文脈で万  

人祭司主義を述べているのかを，考えておきたい。『キリスト教貴族に与う』の冒  

頭で，ローマ教皇派が自分たちを守るために築きあげた三つの城壁（世俗権力に  

対する優越，教皇による聖書解釈の独占，教皇による公会議召集権の独占）を取  

り上げて攻撃し，その後でルタ・－は公会議で扱われるべき事柄，また世俗権力な  

いしは公会議によって行なわれるべき事柄についての提言を行なった。そのよう  

な議論の出発点・前提として，ルターはまず，「世俗権力ほ彼ら［教会身分二lに対  

して何らの支配権をももたない，逆に教会権力が世俗権力に優越する」（14）という  

ロ㌧－マ教皇派の第一の城壁を打ち壊そうとするが，そのために彼が持ち出した武   
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器が万人祭司主義であった。この万人祭司主義によって，教会的身分と世俗的身  

分の違いを破棄した。そして∴ この破棄に基づいて，世俗権力は教皇であれ司教  

であれ，ロ・－マ教皇派がいう教会身分の者に対しても世俗的権能を行使できる  

と，ルターほ主張したのである。（15）『キリスト教貴族に与う』冒頭におけるこの  

ような議論は，それを歴史的文脈においてみると，ある意味をもってくることに  

なる。叙任権闘争以来ドイツでは，世俗権力と教会権力との間で激しい対立が見  

られたが，ルターの議論ほ当然，ロ1－マ教皇派の教権を打ち破るだけでなく，世  

俗権力を強化する役割を果たすことになる。   

以上述べた五つの特徴をもう一度まとめておこう。第一・に身分としての聖職者  

の打破，それとともに本来のgeystlicher standの理解の回復。この背後にほ，た  

だ神の言葉と信仰によってキリスト老が生み出されるというルターの信仰理解が  

ある。第二にすべてのキリスト者が一人一人祭司としてもっている権能。第三に  

その権能の共同体の同意によるある人物への委任と職務行使者としての聖職者理  

解。第四に非常時（not）概念。第五㌣こ世俗権力を強化する機能。次に，これら  

五つの特徴がその後，領邦教会成立のなかでどうなるかを，検討してみよう。  

1   

第一の特徴は，各地の宗教改革の発端において重要な役割を果たした。特に，  

第三の委任という要素と結びついて，共同体が主体となる宗教改革の導入が各地  

で起こる。しかし，領邦レベルで宗教改革が組織化されていくにつれて，第四と  

第五の要素がより明確に結びついてゆく。すでに『キリスト教貴族に与う』にお  

いて，両者の結びつきは認められる。ルターほ次のように語っている。「非常事態  

（not）がそれを要求し，教皇がキリスト教界の憤激を買っているようなさいに  

は，だれよりもまず，からだ全体の忠実な分枝として，それをなしうる暑が，真  

に自由な公会議が開かれうるよう力を致すべきですが，このことをもっともよく  

なしうる者ほ世俗の権力者をおいてはかにありません」（16）。すなわち，非常時に  

あっては，世俗権力ほ彼もキリスト着であるから，万人祭司主義にしたがって，  

それをするにもっともふさわしい老として，公会議の召集を行なうべきであると  

いうのである。   
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1523年の『キリス一名の集まり』（βα5eγ乃Cんγi5混んe℃eγSαm′祝乃g Oddeγ  

ご．・仙・＼仙・′＝／JJり川f 仙ハ／JJ／J．く／・． り／／．・／り．／こH り．J．・＼／＝J′り′．／／．′．・′J、J′  

J＝′＝い′、・・、J川′′・／り／・JこJ′・・／こ・・′＝J川川／Jりハ／りト．ハ／＝川．／．・い．／JJJ＝／∴・・∴  

非常時について，ルタ・－・は次のように語っている。ひとつにほ，他にだれもキリ  

ス†老がなく人々の魂が滅びてしまうという時，それは非常時である。この時，  

ただひとりキリスト者としてそこにいる老が説教しうる。さらに，キリスト暑が  

他にいるときでも，非常時が存在する。「神の言葉の不足から，人々の魂が滅びる  

という非常時のさいには，場合によっては，請願によるにせよ，あるいはこの世  

の権威の権力によるにせよ，各人は，ひとりの説教老を得ることが許されている  

だけでなく，自らも走り寄り，登場し，教えなければならない」。（17）非常時にあっ  

てほ，すべてのキリスト者は，彼も祭司であるから，その務めを果たすことがで  

きる。そしてルタ・一によれば，世俗権力老ほ，彼がキリスト着である時（ルター  

によれば世俗権力者ほ必ずしもキリスト着である必要ぽない），キリスト教的愛  

からそれにかかわる最もふさわしい着であった。非常時概念が隣人愛と結びつく  

点ほ重要である。世俗権力者ほこの書物の中で，福音的説教老の獲得の際の協力  

を＼求められている。   

農民戦争後の混乱のなか，特に農村の聖職者の改善の必要に迫られる。このこ  

とは，ルターにいっそう非常時という意識を与えることになった。この非常時概  

念によってルターは，教会巡察問題を契機に，世俗権力者に具体的に教会への助  

力を請願する。1528年3月に出された『ザクセン選帝侯国内の牧師たちに対する  

巡察指導書への助言』（Voγγedeヱ祝m U乃feγγ壱cノ如 deγVゴs宣亡αと0γe乃 α乃d壱e  

P′αγんeγ乃γmゐ祝γルγ・5土e乃とん祝mZ祝ぶαCん′S√Se乃）で，ルターほ，「大公がキリスト教  

的愛から（というのほ世俗的主権によれば責任外のことであるから）そして神の  

ために，福音のために大公の領土内の不幸なキリスト教徒の利益と救済のために  

哀願をもって若干の有能な人物をこの職務のために求め任命したもうようにと，  

謙虚に請願を提出した＿I。‖8）いわゆる臨時司教（Notbischof）の考え方である。ル  

ターは，それをあくまで非常時における，本来の世俗権力者の権能とは異なるも  

のと，考えていた。しかし世俗権力者の側でほ，それを世俗権力の一・部とみなし  

た。この非常時が制度的にも常時となった時，いわゆる領邦教会体制は確立して   
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いく。   

領邦教会体制（19）では一般に，教会と学校に対する最高監督機関として宗務局が  

設置され，それにほ聖職老とともに政府高官がメンバ1一として領邦君主によって  

任命された。領邦君主ほ教会を直接統治することばなかったが，この宗務局を通  

じて間接的支配を・行なった。領民はもちろん，この領邦教会の信仰告白を信奉す  

ることしか認められなかった。一方，牧師ほ一・般に宗務局によって任命され，た  

だ形式的に教区属の同意が求められた。こうして領邦教会体制内の一身分として  

の性格，その職務の公的性格が強調される。『アウクスブルク信仰告白』の第十四  

条には，「だれであろうとも，正規の召しなしに，教会において公に教えたり，説  

教したり，聖礼典を与えたりしてほならない」（20）と規定された。また，『アウクス  

ブルク信仰告白弁証』の第七条では，不信仰着であったとしても，教会の公的な  

職務としてなされた説教や聖礼典は効力があるとされた。「なぜなら彼らは教会  

の召しのゆえにキリストの人格を代表しているのであって，自分の人格を代表し  

ているわけではないからである」（21）。これはまさに，eXOPere OperatO「事効  

論」の復活である。  

Ⅰの最後のところでまとめたルターの万人祭司主義の五つの要素が，領邦教会  

体制においてどうなったかを簡単に整理してみよう。教会的身分の廃止という第  

一・の要素は，領邦教会体制にあってほ失われ，聖職老は再び身分としての性格を  

もつようになる。この第一の要素は第三の要素と関連をもっている。共同体の同  

意と委任は，領邦教会にあっては，全く形式だけのものとなってしまった。第二  

の要素であるキリスト・省一人一＼人が祭司としてもつ権能について，ルタ・－は  

1523年頃はまだ，非常時にあってほ，すべてのキリスト老が行使しうると述べて  

いる。もっとも，実際ほ，それをするに最もふさわしいものとして，世俗権力が  

考えられていた。しかし領邦教会体制になると，この要素は全く失われていくこ  

ととなった。一・般の教区＼民は全く受け身の存在となる。そして，第四の非常時と  

いう状況認識ほなくなり，ただ第五の要素が肥大化する。領邦教会制は領邦国家  

体制を支える大きな柱となるのである。   

以上のように，ルターの万人祭司主義は霊的内容が実現されずに，世俗権力の  

強化を誘引し，ルターの意図とは異なって結果的に領邦教会体制をもたらす－・困   
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となってしまった。すべてのキリス†暑がもつとされた祭司の役割ほ，正規の任  

命をうけた牧師の独占するところとなり，その牧師の中心的役割はもっばら説教  

と聖礼典の執行にあるとされ，特に．前者が重要視されていった。それゆえ，牧師  

はしはしばPrediger（説教老）と呼ばれた。  

Ⅲ   

次にシュペ・－ナーの霊的祭司職を検討しよう。1675年，シュ．ペ・－ナ・－は，ヨ、－  

ノ、ン・アルソーの『説教集』のための序文を書き，その中で単にアルソトの説教  

集について述べるのではなく，彼が考えていた教会改革のための提案を語った。  

この序文ほのちにそれだけで独立して『敬虔なる願望』（P去αβe5ideγ室α）（22）と題  

して，出版されることになった。シュペ－・ナ・－はその書で，キリスト教の中心は  

認識ではなく実践にあることを強調しキ。そして，これを実現するための改革の  

ひとつとして，霊的祭司職の実行を提案した。この『敬虔なる願望』は，短期間  

のうちに大きな反響を呼び起こし，一・方でそれに共鳴する人々が多くおこされた。  

しかし他方，反対意見もあらわれ，特に，霊的祭司職，数人の有志が牧師の指導  

の下に聖書をともに読む集会（コL／・－ギア・ピエターティスCOllegiapietatis，そ  

の他，地域によってはPrivatversammlung，Konventikel等と呼ばれた），及び千  

年王国論的終末論に批判が向けられた。それらは領邦教会の秩序を脅かし，ル  

ター派正統主義の教義に抵触するという理由のためである。とりわけ初期におい  

て，コレーギア・ピエタ・－ティスに批判が集中した。そこでシェ．ペーナーは，『敬  

度なる願望』において簡潔にしか触れなかった霊的祭司職を包括的に聖書に基づ  

いて述べるとともに，『敬度なる願望』に対する批判に原理的に答えようとして，  

1677年に『霊的祭司職』（βα5ge盲s沈んePγ室e5亡eγ血m）（23）を出版した。以下，こ  

の『霊的祭司職』にあらわれた見解を検討する。   

まず最初に，シュ．ペ1－ナーの信仰理解はどのようなものであったのか，そして  

それと霊的祭司職とがどのように結びついていたのかを確認しておきたい。彼は  

『霊的祭司職』において，信仰を次のように理解している。「私たちの全キリスト  

教の本質は信仰と愛，信仰と敬度な生活にあるということはよく知られていて，  

主の御心を理解しているあらゆる人々にとって，確実な事柄です。このうち信仰   
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は神の恩寵と神が与えて下さる救いを受けるための力です。他力，生活の敬皮さ  

ほそのような生ける信仰の果実であり，私たちに与えられた救いの重要な一灘と  

なっています」（S．552f．以下，『霊的祭司職』の引用に際してほ，ぶ少e乃eγ  

ぶcんγ巾e乃，Bd1の貫を，引用のあとのカツコの中に記す）。このような信仰理解  

は，知的認識を中心にすえるルター・派正統主義に対して，十六世紀末以降ヨ、－ハ  

ン・アルソト等を中心としてあらわれた敬虚の実践を強調する信仰形態に属し，  

それ事態は新しいものではない。さて，シュ．ペーナ・－ほこの信仰から敬度な生活  

への過程をあらわす言葉として，erbauenやauferbauen，またその名詞形の  

Erbauungを本書でよく用いている。シェ．ペーナーは，このErbauungを実現す  

るための有効な手段として霊的祭司戟の導入をはかる。間65の答えで，「霊的祭  

司の務めほ，いかにして彼らすべてが信仰の基礎を堅固なものとされ，敬皮な生  

活へと建てあげ（erbauen）られるかを，ただ神の言葉の中に求めることです」  

（S636）と語っている。ところで，このerbauenはルター訳聖書においてしば  

しば使われる言葉である。ルターは0；㍍0∂0／‘方や0；′CO∂0〃昌仙を訳す時に，  

erbauenやbauen，bessern，またその名詞形を用いた。この0；ICO60P占wには，建  

てるという建築の意味がもともとあり，パウロほこの語を用いて教会の形成を建  

築になぞらえた。それゆえ，ルタ1一訳聖書において，Erbauungほ個人的な信仰  

の成長だけではなく，教会を建てあげるという意味合いをもっている。そのた  

め，本稿でほerbauenを「信仰を建てあげる」と訳しておく。シュペーナーは  

Erbaunngと霊的祭司職とを結びつけることによって，個人の信仰の成長ととも  

に教会の霊的成長を目指すという新約聖書的内容を回復せんとしたのであった。  

この後老の実現をはかるために霊的祭司職を導入しようとする点に，シュ．ペー  

ナーの特徴がある。彼は間69で，霊的祭司は「自分自身と隣人の信仰を建てあげ  

ることを純粋な愛からその日的とすべきです」と書いている（S．638 仁）。で  

は，このような試みは，Ⅰの最後において述べたような当時の領邦教会体制の中  

でどのような意味をもつことになったのであろうか。   

まず，公的説教職をシュペーナー はどう考えているか，みてみよう。問26にお  

いて，「教会においてすべての人々に対してその職務を公に果たすためには，特  

別の召命が必要です。それゆえ，これを不当に用いて他の人々に力を及ばし，説   
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教職を侵害しようとする老は，このことによって罪を犯すことになります」（S  

595f）と述べているように，彼は公的説教職を否定しない。公的説教職ととも  

に，霊的祭司職を導入しようとする。そのためにシュペーナ・－は－・種の公私の分  

離を行なう。公の礼拝・集会においてほ，正規の召命をうけた牧師のみが，その  

職務を果たす。しかし，「家父や家母が家の中で子供たちや家僕に対して」，霊的  

祭司の務めをできる限り熱心に行なわねばならない。また，仲間どうしでお互い  

に霊的祭司の役割を果たすことが必要である（問59，S．630）。そしてシュ．ペー  

ナ・－ほ特に，コレーギア・ピエターティスをすすめる。少し長いが，公的説教職  

と霊的祭司職との関係についてのシェペーナーの考えがよくあらわれているの  

で，引用してみよう。「機会のあるごとに自らの信仰を建てあげることが正しい  

のと同じように，何人かのよき友人たちが時々，次のような目的を明確にもって  

集まることほ，不当なことでほありません。すなわち彼らは，説教をともに味わ  

い直し，聞いたことを思い出し，聖書を読み，読んだことをいかに実行しうるか  

を神をおそれつつ話し合うのです。ただ，分離と受け取られるような，また公の  

集まりのように見られるような大きな集会であってはいけません。彼らはそのよ  

うな集まりによって正規の公の礼拝をなおざりにしたり侮ったりしてほいけませ  

ん。またその他のことでも自らの分をわきまえ，彼らの上役や両親の意志に逆  

らって必要な仕事と職業を怠ることをせず，行なったことはすべてサすんでつね  

に説明し，悪いと見られるどんなことをも避けるべきです」（問63，S．635）。  

シュペーナ・－は，Erbauungの実現のために，公的説教職と霊的祭司職が協力し  

あわねばならないと考える。霊的祭司職は公的説教職を補完するものと規定され  

るこそのため，説教老の方でほ，「会衆にしばしばこのような霊的祭司の務めを教  

え」，その実践を監督・指導しなければならない（問68，S638）。他方，霊的祭  

司の方でも，「敬虔な説教名を信頼してよく話し合い，可儲な場合には彼らの摩  

助をえ，彼らに職務を果たす機会を与え，彼らにすすんで自分たちの行為の報告  

をし，そのキリスト教的助言に従うべきこと」が要求された（間69，S．639）。  

『敬度なる願望』でも，シュペーナーは次のように書いていた。霊的祭司職の助  

けがなければ∴説教職はあまりに弱く，－・般に説教者による魂の世話に委ねら  

れている多くの人々に，信仰を建てあげるうえで必要なことを実行するのは，－・   
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人の人間には，不充分である」（24）   

では，霊的祭司の具体的な務めをシュペ・－ナーはどう考えていたのであろうか。  

まず，すべてのキリスト暑が霊的祭司である。また霊的祭司と呼ばれるのは，「体  

のいけにえではなく，霊のいけにえを捧げなければならないからであり，またそ  

の務め上，純粋に霊的な役割とかかわりあいをもっているから」（問3，S570）  

である。シュペ・一ナ・－は霊的祭司の務めを三つに分類している。第一・に，「神に喜  

ばれるいけにえを捧げる」（問1，S，569）こと，それはなによりもまず，自分白  

身を捧げ，神をほめたたえることである。そして，困窮している人々に物質的財  

を捧げることもこれに含まれる（間19，S585）。第二に，「自らのために主なる  

神に祈りを捧げるとともに，同胞のためにも神に祈り求め彼らを祝福すること  

が，その義務として求められている」（間24，S，590）。第三に，神の言葉とかか  

わり，神の言葉を豊かに宿らせること。これほり 自分自身の信仰を建てあげるこ  

とと隣人の信仰を建てあげるという，ニつの側面をもつ（問1，S569）。この辟  

三の点が，『霊的祭司職』で最も強調されている。自分自身の信仰を建てあげるた  

めにほ，聖書を熱心に読むことが必要である。ただ知的に熟達しようとするので  

はなく，救いと内なる人の成長のために読むことが必要である（問28－  

43，S．596－621）。同時に，「他の人々が救われ信仰が建てあげられていく」（問4  

6，S．622）ために，神の言葉とかかわらねばならない。具体的には，人々を教  

え，誤りから連れ戻し，訓戒をし，罪を犯している者には懲罰を与え，悲しんで  

いる人々にはなぐさめを語ることである（間52－58，S625－630）。   

以上のような霊的祭司磯の内容を，上記のルタ・－の万人祭司主義の五つの要素  

・特徴と比較してみよう。ルタ・－・の万人祭司主義は当初，すさまじい破壊のエネ  

ルギーをもっていた。それは主に第一・の要素による。キリスト著となるという点  

にかんしては，ルタ1－ほいかなる外的なものにも価値を置かないので，カトリッ  

クの諸制度に対する激しい攻撃を生み出すこととなった。また，各地の宗教改革  

の導入にあたっては，第一・の要素と第二の要素が結びついて，当初は共同体によ  

る宗教改革がすすめられていった。しかし，一方でカトリックのヒエラルヒーへ  

の攻撃は，当時の歴史的文脈において，第五の要素である世俗権力の強化に作用   
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し，第四の要素である非常時概念と結びついて領邦教会制を促進することとなっ  

た。その背後には，ルターの隣人愛による現実の肯定がある。そして，聖職者に  

関しては領邦教会体制において，再びその身分的性格の復活を引き起こしてし  

まった。それとともに第二の要素ほ後退せぜるをえなかった。   

一・方 ，シュペーナーの信仰理解の中心はErbauungにある。ルターとは異な  

り，信仰よりはそこから形づくられていく敬虔により価値が置かれる。この実現  

のた捌こ公的説教職と霊的祭司職とが協同すべきことを説く。そのために，制度  

的破壊をもたらすようなェネルギ・－は有しない。そもそもシュ．ペーナ一には制度  

を変えようとする意図が弱い。これは第五の要素にかかわる世俗権力への言及が  

一切見られないことからもうかがわれる。また，間70での霊的祭司による説教老  

の教えの判断権の叙述が端的にそれを示している。ルタ・－は『キリスト者の集ま  

り』において，個々の教会は説教老の教えを判断し，彼らを任命し，さらに罷免  

する権利をもっていると，主張した（25）。シュペーナーは罷免でほなくて，次のよ  

うに語っている。「説教老たちの教えが神の言葉にかなっているかどうかを熱心  

に吟味し，それが神の言葉に基づいているとわかれば従い，それが誤りであると  

知れはそれを批判し，彼らがそれに固執する場合にはそのような誤った教えから  

身を守るのです」（間70，S…639）。   

その結果，領邦教会制に基づく公的説教職は一応肯定される。そしてシェ・ペー  

ナーの霊的祭司職は，領邦教会体制の枠組みの中で，第二の要素の充実をはかる。  

このためにシュペーナーは一・種の公私の分離という考え方を導入した。それとと  

もに聖職者像にも変化がもたらされる。ロ・－マ・カトリック的なサクラメントの  

執行者ではなく，ルター派正統主義のように説教着でもなく，教区民の魂を配慮  

する牧会者としての役割が全面に出て来るのである。  

おぁりに   

シュ．ペ・－ナーの立場は，領邦内敬度主義者の立場である。領邦教会から飛び出  

す急進的敬虔主義老と異なって，領邦教会の枠組みを肯定する。それは二つの点  

で顕著である。一つほ，コレーギア・ピエターティス理解にあらわれている。  

シュペーナ一にあっては，それはあくまでecclesiolainecclesia，すなわち領邦教   
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会内の小教会であったのが，急進的敬度主義者の場合には，inecclesiaが落ちて  

しまい，独立した教会となってしまう。もう一山つは信仰を建てあげることを，－  

人Nr人の単独の行為ではなくて，Erbauungと霊的祭司職の実践とを結びつける  

ことにより，教会共同体，牧師と会衆による共同の営みであると考えている。そ  

の点で領邦教会の改革を志向しており，急進的敬皮主義老と異なっている。しか  

し，このような立場ですら，当時の領邦教会体制にあっては，正規の説教者と公  

的礼拝を軽んじ，混乱を引き起こすことになると，危険視された。その点は，ル  

タ・一派正統主義の批判に答えるという性格をもっていた『霊的祭司職』のなか  

で，シュペ・－ナーが霊的祭司職の実行によって「恥ずべき混乱と無秩序が教会に  

生じる恐れ」のないことを何度も強調していることによっても，明らかである。   

シェ．ペ・一ナl－・の霊的祭司職の特徴はErbauungと結びついている点に見だせ  

る。そのためルターの初期の万人祭司主義がもったような社会的変革のエネル  

ギ1－はもちあわせていなかった。しかし当時の硬直した領邦教会体制の中で，信  

仰の深化をただ全く個々人の内面に委ねてしまうのではなく，個人の内面より社  

会性をおおく備えた私的領域を設定し，そこにおいてルタ、－が目指した霊的内容  

の実践・充実をはかっていく。これほルタ・一派正統主義とほ異なった聖職者像を  

導きだすこととなり，私的領域における敬皮の在り方の変容と相互に作用して，  

内から領邦教会制を弱めていくこととなるのである。  
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（i9 領邦教会制についてほ，たとえば，中村賢二郎『宗教改革と国家』ミネルヴァ書房，   

1976年，参照。  

G2O）Die Bekenntni5SChriften der evangelische＝lutherischen Kirche，3Aufl，G6ttingen   

1956，S69邦訳『－・致信条書』聖文舎1982年，44貫。  

¢1）／ぁまd，S240f邦訳 246頁。  

C22）PhilippJakob Spener，PiaDeSideria，Hrsgv KAland，3Aufl，Berlin1964PDと略  

記する。邦訳，堀孝彦訳『敬虔なる願望』（佐藤敏夫編『世界教育宝典（キリスト教教  

育編）Ⅴ』玉川大学出版会1969年，所収）。  

C23）Philipf＞JakobSpenerSchriJteTZ，Hrsg vEBeyreuther，Bdl，Hildesheim1979  

朗 PD，S60 邦訳掘訳127貫。一・都政訳。  

鍋 WA，11，S408ff邦訳については，註（17）参照。  

鍋 例えほ，問67，68，69。   
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